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疾病別実施地区数及び対象数 

インフルエンザ 日 本 脳 炎 
  ポ リ オ 

（ヒト） （ブタ） （ヒト） （ブタ） 
風 し ん 麻 し ん 

  感染源調査 感受性調査 感染源調査 感受性調査 感染源調査 感受性調査 感受性調査 

合  計 

  地区数 対象数 地区数 対象数 地区数 対象数 地区数 対象数 地区数 対象数 地区数 対象数 地区数 対象数 地区数 対象数

01 北海道 1  60  1 225  1  100 1 70  1  225  5 680 

02 青 森    1  100 1 70    2 170 

03 岩 手 1  60       1 60 

04 宮 城    1  100 1 70 1 360  1  225  4 755 

05 秋 田    1  100 1 70    2 170 

06 山 形   1 225   1 225 1 360  1  225  4 1,035 

07 福 島 1  60  1 225      2 285 

08 茨 城   1 225  1  100 1 80  1  225  4 630 

09 栃 木   1 225   1 80 1 360  1  225  4 890 

10 群 馬   1 225  1  100 1 360  1  225  4 910 

11 埼 玉     1 80    1 80 

12 千 葉   1 225   1 80 1 360  1  225  4 890 

13 東 京 1  60  1 225   1 225 1 80 1 360  1  225  6 1,175 

14 神奈川   1 225   1 80    2 305 

15 新 潟   1 225   1 225 1 80 1 360  1  225  5 1,115 

16 富 山 1  60  1 225   1 80    3 365 

17 石 川     1 80    1 80 

18 福 井   1 225   1 360  1  225  3 810 

19 山 梨   1 225   1 80 1 360    3 665 

20 長 野 1  60  1 225   1 360  1  225  4 870 

21 岐 阜 1  60       1 60 

22 静 岡   1 225  1  100 1 80    3 405 

23 愛 知 1  60  1 225   1 360  1  225  4 870 

24 三 重   1 225  1  100 1 80 1 360    4 765 

25 滋 賀    1  100 1 80    2 180 

26 京 都   1 225  1  100  1  225  3 550 

27 大 阪    1  100  1  225  2 325 

28 兵 庫 1  60   1  100 1 80    3 240 

29 奈 良 1  60       1 60 

30 和歌山 1  60       1 60 

31 鳥 取     1 80    1 80 

32 島 根     1 80    1 80 

33 岡 山 1  60       1 60 

34 広 島    1  100 1 80    2 180 

35 山 口 1  60  1 225   1 360  1  225  4 870 

36 徳 島    1  100 1 80    2 180 

37 香 川     1 80  1  225  2 305 

38 愛 媛 1  60  1 225  1  100 1 80    4 465 

39 高 知   1 225  1  100 1 80 1 360  1  225  5 990 

40 福 岡    1  100 1 80 1 360  1  225  4 765 

41 佐 賀   1 225   1 80    2 305 

42 長 崎     1 80    1 80 

43 熊 本   1 225   1 225 1 80    3 530 

44 大 分     1 80    1 80 

45 宮 崎   1 225   1 80  1  225  3 530 

46 鹿児島     1 80    1 80 

47 沖 縄     1 100 1 360  1  225  3 685 

合  計 14  840  24 5,400  17  1,700 4 900 33 2,620 16 5,760  20  4,500  128 21,720 
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第１ 感染症流行予測調査の概要 
 

１ 目的 
集団免疫の現況把握及び病原体の検索等の調査を行い、各種疫学資料と併せて検討

し、予防接種事業の効果的な運用を図り、さらに長期的視野に立ち総合的に疾病の流

行を予測することを目的とする。 
 

２ 実施の主体、実施機関、中央と地方の連絡 
厚生労働省健康局結核感染症課が、国立感染症研究所（以下、「感染研」という）、

都道府県及び都道府県衛生研究所等の協力を得て実施する。事業の計画、指導、結果

の分析、予測については、中央には中央調査委員会議を設け、各都道府県には地方調

査委員会議を設けて実施に協力し、また、各都道府県独自の状況について分析するも

のとする。 
 

３ 感受性調査・感染源調査の概要 
感染症の流行を予測するためには、その疾病の疫学的特性により疾病別に概ね次の

諸事項を調査し、その結果を地域、年齢、季節、予防接種歴、罹患歴等について観察

分析し、総合的に判断することが必要であると考えられる。 
（１）感受性（免疫力）調査（インフルエンザ、日本脳炎、風疹、麻疹） 

流行期前の一時点における社会集団の免疫力（抗体調査等による）保有の程度

について、年齢、地域等の別により分布を知る。 
 
（２）感染源調査（ポリオ、インフルエンザ、日本脳炎） 

ア 定点調査  
病原体の潜伏状況及び潜在流行を知る。 

イ 患者調査 
患者について、診断の確認を行うために病原学的及び免疫血清学的検査を行

って、病原体の種類と感染源の存在を知る。 
 
（３）その他の疫学的資料（全疾病） 

当該疾病についての過去における患者、死者発生の統計資料により、地域、年

齢、季節等の要因につき疫学的現象を知る。併せて、流行事例についての疫学的

分析を行い資料とする。 
 

４ 実施の手順 
本事業の実施は原則として次の順に従って行うこととする。 

（１）客体の選定 
（２）被検者の承諾を得る 
（３）検体の採取 
（４）検査の実施 
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（５）検査成績等の報告（システムへの登録及び調査票・結果票の送付） 
（６）血清の送付（国内血清銀行への保管） 
（７）調査結果の解析・予測 

 
５ 調査疾病及び対象数 

疾病別実施地区数及び対象数について調査を実施する。 
 

６ 被検者に対する協力の依頼 
本調査のため被検者から検体を採取する場合、参考資料１及び５を参考にし、本調

査の趣旨及びプライバシーの保護について適切な予防措置が行われることを十分に説

明した上、承諾の得られた者について検査を行うものとする。したがって、この点を

考慮して十分数の客体が得られるよう対象地区等を選定する必要がある。 
 

７ 検査の方法 
「感染症流行予測調査事業検査術式（平成１４年６月）」並びに本実施要領に記載し

た方法に沿って行う。 
 

８ 検査成績等の報告 
本年度から新たに「感染症サーベイランスシステム」が導入・稼動開始となり、そ

れに伴い感染症流行予測調査における感受性調査の検査成績等については、新システ

ムを用いての報告となる。報告については、他日実施された説明会資料及び操作マニ

ュアル（システム上からも取得可能）に従って、所定の事項を登録する。 
感染源調査については、従来通りの報告となるが、疾病ごとに定める様式によるこ

ととする。 
 

９ 検査血清の取扱い 
感染症流行予測調査事業によって収集した検査後の残余血清は、国内血清銀行への

保管につき、感染研感染症情報センター第三室に送付するものとするが、参考資料２

等により、国内血清銀行への保管に同意が得られた血清のみとする。 
 

１０ 調査結果の解析及び報告 
感染研感染症情報センター第三室は調査結果を解析し、厚生労働省健康局結核感染

症課へ報告するものとする。 
 

１１ 関係連絡先 
◎国立感染症研究所 感染症情報センター第三室 

病原微生物検出情報事務局  
ウイルス第一部第二室 

〒１６２－８６４０ 東京都新宿区戸山１－２３－１ 
ＴＥＬ ０３－５２８５－１１１１（代）（内線 ２５３６、２５４３、２５６２：
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感染症情報センター第三室） 
ＦＡＸ ０３－５２８５－１１２９（感染症情報センター第三室） 
Ｅ－ｍａｉｌ ｙｏｓｏｋｕ＠ｎｉｈ．ｇｏ．ｊｐ（感染症情報センター第三室） 

 
◎国立感染症研究所村山分室 総務部業務管理課検定係 

ウイルス第二部第二室 
ウイルス第三部第一室 
ウイルス第三部第二室 
ウイルス第三部第三室 

〒２０８－００１１ 東京都武蔵村山市学園４－７－１ 
ＴＥＬ ０４２－５６１－０７７１（代） 
 

◎厚生労働省健康局結核感染症課 
〒１００－８９１６ 東京都千代田区霞が関１－２－２ 
ＴＥＬ ０３－５２５３－１１１１（代） 
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第２ ポリオ 
 

１ 感染源調査 
（１）調査時期 

５月から１０月（当該地区のワクチン投与後２ヶ月以上経過した時点を厳守の

こと） 
 
（２）調査客体（被検者）及び地区の選定 

当該都道府県につき１地区を選定し、０～１歳、２～３歳、４～６歳の３年齢

区分を設け、各年齢区分より２０名ずつ、計６０名を選定する。 
 
（３）調査事項 

客体（被検者）から糞便を採取し、ポリオウイルスの分離を行い、分離し得た

場合はウイルスの同定を行うとともに、調査票（様式１）に掲げる事項について

調査する。ウイルスの分離・同定は、感染症流行予測調査事業検査術式（平成１

４年６月）の「第１章 ポリオ」による。 
 
（４）検体（分離株）の取扱い 

ポリオウイルスが分離同定された場合は、速やかに感染研感染症情報センター

第三室（０３－５２８５－１１１１／ｙｏｓｏｋｕ＠ｎｉｈ．ｇｏ．ｊｐ）に連

絡し、並びに平成１２年５月８日付け健医感発第４３号厚生省保健医療局結核感

染症課長通知「ウイルス行政検査について」の手続きにより、ウイルス行政検査

依頼書（宛先は国立感染症研究所長）を感染研総務部業務管理課検定係（〒２０

８－００１１ 東京都武蔵村山市学園４－７－１）宛に、また、検体に関しては

感染研ウイルス第二部第二室（〒２０８－００１１ 東京都武蔵村山市学園４－

７－１）宛に送付する。なお、送付に関しては、事前に感染研ウイルス第二部第

二室（０４２－５６１－０７７１）に連絡し、送付の日程等について相談する。 
 
（５）検査成績等の報告 

調査票（様式１）に所定の事項を記入し、その結果を結果票（様式２）により

集計する。検査成績等の報告については、検査成績判明後、速やかに調査票（様

式１）及び結果票（様式２）を感染研感染症情報センター第三室（ｙｏｓｏｋｕ

＠ｎｉｈ．ｇｏ．ｊｐ／〒１６２－８６４０ 東京都新宿区戸山１－２３－１）

宛に送付する（原則として電子メールにファイル添付とするが、ＦＤ等の電子媒

体あるいは印刷物の送付でも構わない）。調査票（様式１）は、氏名記載欄は設

けておらず、イニシャルについても記載の必要はない。 
なお、調査票（様式１）及び結果票（様式２）は電子ファイル（エクセル形式）

でひな形を作成しており、感染研感染症情報センター第三室より各都道府県の感

染症流行予測調査担当者宛にＣＤ－ＲＯＭ又は電子メールにて配布する。 
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第３ インフルエンザ 
 

１ 感受性調査 
（１）調査時期 

７月から９月（予防接種実施前）が望ましいが、前シーズン（２００５／０６

シーズン）のインフルエンザの流行が終息していることが確実な場合は、この時

期以前でも可とする。ただし、５月以降であること。また、当該シーズン（２０

０６／０７シーズン）のインフルエンザの流行が始まっていないことが確実で、

かつ当該シーズンのインフルエンザワクチンの接種を受けていないことが確実

な場合は、この時期以降でも可とする。ただし、１０月１３日以前であること。 
 
（２）調査客体（被検者）及び地区の選定 

当該都道府県につき１地区を選定し、０～４歳、５～９歳、１０～１４歳、１

５～１９歳、２０～２９歳、３０～３９歳、４０～４９歳、５０～５９歳、６０

歳以上の９年齢区分を設け、各年齢区分より２５名ずつ、計２２５名を選定する。 
 
（３）調査事項 

客体（被検者）から採血し、血清中の亜型別インフルエンザ赤血球凝集抑制抗

体価（ＨＩ抗体価）を測定するとともに、システム上に掲げる事項について調査

する。抗体価の測定は、感染症流行予測調査事業検査術式（平成１４年６月）の

「第２章 インフルエンザ」による。本年度の測定抗原は、下記の４株とし、市

販のＨＡ抗原を使用する。測定に関しては、市販のＨＩ抗血清を標準血清として

用い、必ず検証する。血球は、０．５％ニワトリ赤血球を使用する。 
 
ア A/New Caledonia（ニューカレドニア）／２０／９９（Ｈ１Ｎ１） 
イ A/Hiroshima（広島）／５２／２００５（Ｈ３Ｎ２） 
ウ B/Malaysia（マレーシア）／２５０６／２００４（ビクトリア系統） 
エ B/Shanghai（上海）／３６１／２００２（山形系統） 
 

（４）検査成績等の報告 
検査成績等の報告については、インフルエンザの抗体保有状況を流行シーズン

前に明らかにするために、それまでに得られた測定結果を検体番号、年齢、性別

とともに、速報用として１０月１３日（金）までに「感染症サーベイランスシス

テム：ＮＥＳＩＤ」により所定の事項を登録するか、あるいはエクセルファイル

形式にて感染研感染症情報センター第三室（ｙｏｓｏｋｕ＠ｎｉｈ．ｇｏ．ｊｐ

／〒１６２－８６４０ 東京都新宿区戸山１－２３－１）宛に送付する（電子フ

ァイルのみとする：電子メールにファイル添付あるいはＦＤ等の電子媒体の送

付）。また、すべての検査成績判明後は、１２月２８日（木）までに「感染症サ

ーベイランスシステム」により所定の事項を登録する。 
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２ 新型インフルエンザウイルスの出現監視を目的とした感染源調査 
（１）調査時期、回数、調査客体及び地区の選定 

ア 調査時期及び回数は、目安として通年（６月～３月の１０か月間、各月１０頭

ずつ計１００頭）、夏のみ（６月～１０月の５か月間、各月２０頭ずつ計１００

頭）、冬のみ（１１月～３月の５か月間、各月２０頭ずつ計１００頭）とするが、

特に指定はしない。但し、ヒト由来検体とブタ由来検体を完全に分けて実施でき

る場合は、可能なかぎり通年あるいは冬での実施をお願いしたい。 
 

イ 客体の選定にあたり、ブタの種別、性別、月齢は問わないが、Ｈ１、Ｈ３亜型

以外のウイルスが分離された場合は、感染症対策に必要な措置を講じることとな

るため、客体（ブタ）は県産であることとし、当該ブタの遡り追跡調査が可能な

方法で選定する。 
※ 採取した検体については、結果が陽性となった場合を鑑み、農水部局等とも連

携し、できるかぎり早くの検査をお願いしたい。 
 
（２）調査事項 

資料１に示したように、客体から鼻腔ぬぐい液あるいは気管ぬぐい液を採取し、

インフルエンザウイルスの分離を行い、分離し得た場合はウイルスの同定を行な

うとともに、調査票（様式３）に掲げる事項について調査する。ウイルスの分離・

同定は、感染症流行予測調査事業検査術式（平成１４年６月）の「第２章 イン

フルエンザ」及び資料２のフローチャートを参考にすること。なお、検体採取か

ら検査まで７２時間以上必要な場合は、検体を－７０℃以下に適切に保存するこ

と。 
 

ア ウイルス分離 
鼻腔ぬぐい液あるいは気管ぬぐい液を遠心（ｘ１，５００ｇ、１０分間）し、

上清をＭＤＣＫ細胞に接種する。細胞変性効果が出現したところで培地を採取す

る。７日目になったら、細胞変性効果出現の有無にかかわらず培地を採取する。

培地のＨＡ活性は七面鳥赤血球を用いて測定する。ＨＡ活性の検索でウイルス分

離が特定できない場合には盲継代を１回行う。盲継代後、ウイルスが分離されな

かった検体は廃棄してもよい。 
 

イ 赤血球凝集抑制試験によるウイルス亜型の同定 
（ア）マイクロタイター法を用いる。 
（イ）０．５％七面鳥赤血球を用いる。 
（ウ）赤血球凝集抑制試験に使用する抗血清は下記の３種類である。 
 
抗Ａ／swine/Saitama（埼玉）／２７／２００３（Ｈ１Ｎ２）血清 
抗Ａ／duck/Ukraine（ウクライナ）／１／６３（Ｈ３Ｎ８）血清 
抗Ａ／Hiroshima（広島）／５２／２００５（Ｈ３Ｎ２）血清 
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抗血清のうち、「Ｈ１Ｎ２抗血清」及び「Ｈ３Ｎ８抗血清」については、本調査

に新規に参加する機関に感染研ウイルス第三部より配布する（７月下旬～８月上

旬予定）。「Ｈ３Ｎ２抗血清」については、市販のＨＩ標準抗血清を使用する。 
 

ウ 迅速診断キットによるＡ型インフルエンザウイルスの確認 
抗血清に反応しなかった赤血球凝集陽性検体については、インフルエンザウイ

ルス迅速診断キット（市販品を使用）を用いてＡ型インフルエンザウイルスであ

ることを確認すること。 
 
（３）検体（分離株）の取扱い 

ア Ｈ１、Ｈ３亜型以外のインフルエンザウイルスが分離された場合は、速やかに

感染研感染症情報センター第三室に連絡（０３－５２８５－１１１１／ｙｏｓｏ

ｋｕ＠ｎｉｈ．ｇｏ．ｊｐ）し、平成１２年５月８日付け健医感発第４３号厚生

省保健医療局結核感染症課長通知「ウイルス行政検査について」の手続きにより、

ウイルス行政検査依頼書（あて先は国立感染症研究所長）を感染研総務部業務管

理課検定係（〒２０８－００１１ 武蔵村山市学園４－７－１）あてに、また、

分離株に関しては感染研ウイルス第三部第一室（〒２０８－００１１ 武蔵村山

市学園４－７－１）あてに送付する。なお、送付に関しては、事前に感染研ウイ

ルス第三部第一室（０４２－５６１－０７７１）に連絡し、送付の日程等につい

て相談する。 
 

イ なお、ブタのＨ１、Ｈ３亜型のインフルエンザウイルスはブタに常在すること

から、この亜型が分離同定された場合、あるいは抗血清に反応しなかった赤血球

凝集陽性検体が迅速診断キットによりＡ型インフルエンザウイルス陰性となっ

た場合は、分離株を送付する必要はないが、各都道府県衛生研究所で保管する。 
 
（４）検査成績等の報告 

調査票（様式３）に所定の事項を記入し、その結果を結果票（様式４）により

集計する。検査成績等の報告については、Ｈ１、Ｈ３亜型以外のインフルエンザ

ウイルスが分離された場合、Ｈ１、Ｈ３亜型のインフルエンザウイルスが分離さ

れた場合、抗血清に反応しなかった赤血球凝集陽性検体が迅速診断キットにより

Ａ型インフルエンザウイルス陰性となった場合等、いずれの場合においても、検

査成績判明後、速やかに調査票（様式３）及び結果票（様式４）を感染研感染症

情報センター第三室（ｙｏｓｏｋｕ＠ｎｉｈ．ｇｏ．ｊｐ／〒１６２－８６４０ 

東京都新宿区戸山１－２３－１）宛に送付する（原則として電子メールにファイ

ル添付とするが、ＦＤ等の電子媒体あるいは印刷物の送付でも構わない）。 
なお、調査票（様式３）及び結果票（様式４）は電子ファイル（エクセル形式）

でひな形を作成しており、感染研感染症情報センター第三室より各都道府県の感

染症流行予測調査担当者宛にＣＤ－ＲＯＭ又は電子メールにて配布する。 
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資料 1 インフルエンザウイルス分離のための検体の採取 
 
1．ブタからのウイルス分離には、と畜場において採取されたブタの鼻腔ぬぐい液あるいは気管

ぬぐい液を用いる。 
2．用意するものおよび手技の実際は下記の通りである。 

（参考文献：WHO/CDS/CSR/NCS/2002.5-WHO Manual on Animal Influenza Diagnosis and Surveillance. 

http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/en/whocdscsrncs20025rev.pdf) 

 

（1）輸送用培地 
スクリューキャップつきのチューブ（中短試）に 1～2 ml の下記輸送培地を入れる。 

使用前の輸送培地は、－20℃保存する。（1～2 日以内に使用する場合は、4℃保存も可） 

 

 

試 薬 最終濃度 
Medium 199 － 
ペニシリン 200 単位／ml 
ストレプトマイシ 200 μg／ml  

ゲンタマイシン 100 μg／ml  

アンフォテリシン 5 μg／ml  

BSA 0.5％  

（2）検体の採取法（検体の採取は、イ又はウいずれか実施しやすい方を用いる） 
ア 綿棒 

鼻腔ぬぐい液を採取する場合、奥まで届くように長い柄で、かつよくしなる素材のもの

を用意するとよい。 
 

イ 鼻腔ぬぐい液を採取する場合、綿棒を 15～20 センチほど鼻孔から差し込み、数秒おい

てから綿棒を引き抜く。綿の部分をチューブ（中短試）の液体につけ、激しくリンスして、

管壁で綿の部分をしぼって綿棒は捨てる、あるいは棒を折り綿棒の先を中短試の液に差し

込んだままにする。 
 

ウ 切断した頭部あるいは胴体から気管ぬぐい液を採取する場合、切断面の血液が付着しな

いよう注意して綿棒で気管をぬぐい、検体を採取する。綿の部分をチューブ（中短試）の

液体につけ、激しくリンスして、管壁で綿の部分をしぼって綿棒は捨てる、あるいは棒を

折り綿棒の先を中短試の液に差し込んだままにする。 
 

（3）と畜場から地研への検体の輸送法 
全ての検体について、72 時間以内に検体を輸送することが可能な場合には、検体採取後直

ちに冷蔵庫に保存し、4℃（保冷剤）で輸送する。72 時間以内に輸送することが不可能な場合

は、検体採取後直ちに施設内で－70℃以下の冷凍庫に保存し、冷凍（ドライアイス）にて輸

送する。ドライアイスは密閉した容器に入れないこと。 
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資料 2 インフルエンザウイルス分離のためのフローチャート 
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第４ 日本脳炎 
 
１ 感受性調査 
（１）調査時期 

原則として７月から９月。 
 
（２）調査客体（被検者）及び地区の選定 

当該都道府県につき１地区を選定し、０～４歳、５～９歳、１０～１４歳、１

５～１９歳、２０～２９歳、３０～３９歳、４０～４９歳、５０～５９歳、６０

歳以上の９年齢区分を設け、各年齢区分より２５名ずつ、計２２５名を客体とす

る。 
 
（３）調査事項 

客体（被検者）から採血し、血清中の日本脳炎ウイルス中和抗体価を測定する

とともに、システム上に掲げる事項について調査する。抗体価の測定は、感染症

流行予測調査事業検査術式（平成１４年６月）の「第３章 日本脳炎」による。 
 
（４）検査成績等の報告 

検査成績等の報告については、検査成績判明後、１２月２８日（木）までに「感

染症サーベイランスシステム」により所定の事項を登録する。 
 
２ 感染源調査 
（１）調査時期、回数、調査客体及び地区の選定 

ア．沖縄県は、５月上・中・下旬、６月上・中・下旬、７月上・中・下旬、８月上

旬の１０回、なるべく県産のブタが集まると畜場１箇所を選定し、各旬１０頭ず

つ、計１００頭を客体とする。 
 

イ．北海道及び東北地方の各県は、７月下旬、８月上・中・下旬、９月の上・中・

下旬の７回、なるべく県産のブタが集まると畜場１箇所を選定し、各旬１０頭ず

つ、計７０頭を客体とする。 
 
ウ．沖縄県以外の近畿地方以西の各県は、７月上・中・下旬、８月上・中・下旬、

９月上・中旬の８回、なるべく県産のブタが集まると畜場１箇所を選定し、各旬

１０頭ずつ、計８０頭を客体とする。 
 
エ．上記以外の各都県は、７月中・下旬、８月上・中・下旬、９月上・中・下旬の

８回、なるべく県産のブタが集まると畜場１箇所を選定し、各旬１０頭ずつ、計

８０頭を客体とする。 
 
オ．客体の選定にあたり、ブタの種別、性別は問わないが、生後５～８か月のもの
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を対象とする。 
 
（２）調査事項 

客体（ブタ）から採血し、血清中の日本脳炎赤血球凝集抑制抗体価（ＨＩ抗体

価）を測定するとともに、調査票（様式５）に掲げる事項について調査する。ま

た、北海道、東北地方の各県においては、１：１０以上のＨＩ抗体価を示す検体

について、それ以外のすべての都府県においては、１：４０以上のＨＩ抗体価を

示す検体について、２ＭＥ（２－Ｍｅｒｃａｐｔｏｅｔｈａｎｏｌ）感受性抗体

の測定を行う。なお、２ＭＥ処理によるＨＩ抗体価が１：４０から＜１：１０に

低下した検体は２ＭＥ感受性抗体陽性と判定する。抗体価の測定及び２ＭＥ感受

性抗体の測定は、感染症流行予測調査事業検査術式（平成１４年６月）の「第３

章 日本脳炎」による。 
 
（３）検査成績等の報告 

調査票（様式５）に所定の事項を記入し、その結果を結果票（様式６）により

集計する。検査成績等の報告については、当該夏期シーズンにおける日本脳炎ウ

イルスの蔓延状況を明らかにするために、検査成績判明後、その結果を直ちに当

該都道府県衛生部に報告するとともに、速報用として調査票（様式５）及び結果

票（様式６）を速やかに感染研感染症情報センター第三室（ｙｏｓｏｋｕ＠ｎｉ

ｈ．ｇｏ．ｊｐ／〒１６２－８６４０ 東京都新宿区戸山１－２３－１）宛に送

付する（原則として電子メールにファイル添付とするが、ＦＤ等の電子媒体ある

いは印刷物の送付でも構わない）。 
なお、調査票（様式５）及び結果票（様式６）は電子ファイル（エクセル形式）

でひな形を作成しており、感染研感染症情報センター第三室より各都道府県の感

染症流行予測調査担当者宛にＣＤ－ＲＯＭ又は電子メールにて配布する。 
 
３ 確認患者調査 

日本脳炎患者の確定診断については、平成１１年３月３０日付け健医感発第４６

号「感染症法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準について」に

より示されているところであるが、確認された患者については、可能なかぎり予防

接種歴及び予後等を調査し、日本脳炎確認患者調査票（様式７）に記入の上、感染

研感染症情報センター第三室（ｙｏｓｏｋｕ＠ｎｉｈ．ｇｏ．ｊｐ／〒１６２－８

６４０ 東京都新宿区戸山１－２３－１）宛に送付する（原則として電子メールに

ファイル添付とするが、ＦＤ等の電子媒体あるいは印刷物の送付でも構わない）。 
なお、日本脳炎確認患者調査票（様式７）は電子ファイル（エクセル形式）でひ

な形を作成しており、感染研感染症情報センター第三室より各都道府県の感染症流

行予測調査担当者宛にＣＤ－ＲＯＭ又は電子メールにて配布する。 
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第５ 風疹 
 
１ 感受性調査 
（１）調査時期 

原則として７月から９月。 
 
（２）調査客体（被検者）及び地区の選定 

当該都道府県につき１地区を選定し、０～３歳、４～９歳、１０～１４歳、１

５～１９歳、２０～２４歳、２５～２９歳、３０～３４歳、３５～３９歳、４０

歳以上の９年齢区分を設け、各年齢区分より男女２０名ずつ、計３６０名を客体

とする。 
 
（３）調査事項 

客体（被検者）から採血し、血清中の風疹赤血球凝集抑制抗体価（ＨＩ抗体価）

を測定するとともにシステム上に掲げる事項について調査する。抗体価の測定に

関しては、感染研ウイルス第三部第二室より標準血清を配布するので、必ずそれ

と同時に測定する。なお、詳細は感染症流行予測調査事業検査術式（平成１４年

６月）の「第４章 風疹」による。 
 
（４）検査成績等の報告 

検査成績等の報告については、検査成績判明後、１２月２８日（木）までに「感

染症サーベイランスシステム：ＮＥＳＩＤ」により所定の事項を登録する。 
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第６ 麻疹 
 
１ 感受性調査 
（１）調査時期 

原則として７月から９月。 
 
（２）調査客体（被検者）及び地区の選定 

当該都道府県につき１地区を選定し、０～１歳、２～３歳、４～９歳、１０～

１４歳、１５～１９歳、２０～２４歳、２５～２９歳、３０～３９歳、４０歳以

上の９年齢区分を設け、各年齢区分より２５名ずつ、計２２５名を客体とする。 
 
（３）調査事項 

客体（被検者）から採血し、市販のキットを用いて血清中の麻疹ゼラチン粒子

凝集抗体価（ＰＡ抗体価）を測定するとともに、システム上に掲げる事項につい

て調査する。抗体価の測定に関しては、ＰＡ抗体測定用キットに対照用陽性血清

が添付されているので、必ずそれと同時に測定する。なお、詳細は感染症流行予

測調査事業検査術式（平成１４年６月）の「第５章 麻疹」による。 
 
（４）検査成績等の報告 

検査成績等の報告については、検査成績判明後、１２月２８日（木）までに「感

染症サーベイランスシステム：ＮＥＳＩＤ」により所定の事項を登録する。 
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第７ 血清取扱い要領 
 
１ 血清の採取 

被検者から血液を無菌的に採取し、血清を分離する。なお、本調査のため被検者か

ら血清を採取する場合、参考資料１及び５等を参考にし、本調査の趣旨及びプライ

バシーの保護について適切な予防措置が行われることを十分に説明した上、承諾が

得られた者についてのみ行うこと。また、参考資料２等により、国内血清銀行への

保管に同意が得られた血清については、個人が特定できないよう管理・保管され、

将来、新たに見つかった病原体あるいは測定方法が開発された疾患等に対する抗体

測定、公衆衛生上重要な疾患の免疫保有状況の調査等に利用されるものとする。 
 
２ 血清中の抗体価測定 

それぞれの疾病ごとに指定された検査項目について実施するが、検査術式について

は、できるだけマイクロタイター法（微量測定法）によることが望ましい。 
 
３ 検査結果の登録 

感染症流行予測調査により収集した血清についての情報は、検査結果を含む所定の

事項を「感染症サーベイランスシステム」により登録する。なお、当該血清につい

て、調査疾病以外の疾病について検査を実施した場合は、その結果についても可能

なかぎり登録をお願いしたい。 
 
４ 血清の保存及び送付方法 

（１）感染症流行予測調査によって収集した血清は、国内血清銀行への保管につき、

検査終了後、速やかに国立感染症研究所感染症情報センター第三室に送付する

（〒１６２－８６４０ 東京都新宿区戸山１－２３－１）。なお、送付について

は、参考資料２等により、国内血清銀行への保管に同意が得られた血清のみと

する。 
 

（２）乳幼児、小児の血清については量を問わず極力送付する。 
 

（３）（２）以外の者の血清については、１．０ ｍｌ以上が望ましい。 
 

（４）送付については以下の方法が望ましい。 
ア 検査後の残余血清は、感染研感染症情報センター第三室より配布するポリ

プロピレン製チューブ（一次容器）に入れ、凍結する。 
 
イ 輸送中の衝撃による破損を防ぐため、チューブラックに入れる等、各チュ

ーブが接触しないようにする。 
 
ウ チューブラックを発泡スチロ－ルの箱（二次容器）にドライアイス又は保
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冷剤とともに入れ、チューブラックの周りを吸水性のある紙・布等で十分に

梱包する。発泡スチロ－ルの箱は、さらにダンボール箱等の外箱（三次容器）

に入れる。なお、ドライアイスを用いた場合、気化による膨張を考慮し、二

次容器、三次容器とも完全に密閉しない。 
 
エ 送付又は担当者が持参する。なお、送付にあたっては、事前に感染研感染

症情報センター第三室に連絡し、送付の日程等について相談する。 
 
５ 検体番号記入方法 

送付する血清の検体番号の記入については、アルコールや凍結融解により消えない

油性インクを用いてチューブに直接明記する。チューブの周りをビニールテープ等

で覆う必要はない。 
 
６ 血清送付票及び血清検体一覧表 

血清の送付に際し、都道府県名、採血時期等の概略を記入した血清送付票（様式８）

は、血清の送付時に同封する。また、血清検体一覧表（様式９）は、検体番号、採

血年月日、年齢、性別等を記入し、感染研感染症情報センター第三室（ｙｏｓｏｋ

ｕ＠ｎｉｈ．ｇｏ．ｊｐ／〒１６２－８６４０ 東京都新宿区戸山１－２３－１）

宛に送付する（電子ファイルのみとする：電子メールにファイル添付あるいはＦＤ

等の電子媒体の送付）。 
なお、血清送付票（様式８）及び血清検体一覧表（様式９）は電子ファイル（エク

セル形式）でひな形を作成しており、感染研感染症情報センター第三室より各都道

府県の感染症流行予測調査担当者宛にＣＤ－ＲＯＭ又は電子メールにて配布する。 
 
７ 感染症流行予測調査以外で採取した血清の送付依頼 

健康診断の際に採取した血清、患者血清等、感染症流行予測調査以外で採取した血

清についても、国内血清銀行への保管血清として、可能であれば送付願いたい。そ

の場合においても、被検者から血清を採取する場合、参考資料２等を参考にし、国

内血清銀行の趣旨及びプライバシーの保護について適切な予防措置が行われること

を十分に説明した上、承諾が得られた者についてのみ行うこと。また、国内血清銀

行への保管に同意が得られた血清については、個人が特定できないよう管理・保管

され、将来、新たに見つかった病原体あるいは測定方法が開発された疾患等に対す

る抗体測定、免疫保有状況の調査等に利用するものとする。この場合においても、

血清の送付に際しては、都道府県名、採血時期等の概略を記入した血清送付票（様

式８）は、血清の送付時に同封する。また、血清検体一覧表（様式９）は、検体番

号、採血年月日、年齢、性別等を記入し、感染研感染症情報センター第三室（ｙｏ

ｓｏｋｕ＠ｎｉｈ．ｇｏ．ｊｐ／〒１６２－８６４０ 東京都新宿区戸山１－２３

－１）宛に送付する（電子ファイルのみとする：電子メールにファイル添付あるい

はＦＤ等の電子媒体の送付）。 
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都 道 府 県 名

衛生研究所名

年 月 日 ＜10 10 20 40 80 160 320 ≧640
例）　○○○ 2005 9 30 25 17 3 1 0 2 1 1 0 32 %

##### %
##### %
##### %
##### %
##### %
##### %
##### %
##### %
##### %
##### %

年 月 日

例）　○○○ 2005 9 30 1

／

（ ##### %）

特記事項

注） 本票はなるべく電子ファイル（電子メールにファイル添付あるいはFD等の電子媒体）で送付してください

日本脳炎感染源調査結果票（採血日別・抗体価別 集計結果）

（様式6）

　　　なお，HI抗体価が1:40から＜1:10に低下した検体は陽性と判定する

※2　Ｘ： 2ME検査検体数， Ｙ： 2ME感受性陽性検体数

（２）２ＭＥ感受性抗体保有率（北海道，東北はＨＩ抗体価１:１０以上／それ以外は１:４０以上）

　　　4倍（2管）の低下を疑陽性（±），不変または2倍（1管）の低下を陰性（－）とする

と 畜 場 名

（１）ＨＩ抗体保有率

と 畜 場 名
HI抗体価 HI抗体

保有率
検査
頭数

採　血　日

対　照

2ME
感受性抗体

採　血　日 2ME感受性
抗体保有率

ブタ
番号

HI抗体価

2ME処理

＋ ○／□（△△%）

Ｙ／Ｘ＝

10320

※1　2ME処理により同時に行った未処理の対照と比較して，HI抗体価が8倍（3管）以上低下した場合を陽性（＋）

※1 ※2
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都道府県名

機 関 名

採 血 年 月 年 月 ～ 年 月

血清検体数

年 齢 ～

（様式8）

血　清　送　付　票

注）本票は血清送付の際に同封してください

検 　体

歳 歳
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都道府県名

管理番号 番　号 年 月

例1 0001 2005 7 20 1 1.0
例2 0002 2005 9 0 8 2 0.6

注2） 本票は必ず電子ファイル（電子メールにファイル添付あるいはFD等の電子媒体）で送付してください

注1） 行が足りない場合は行を追加（挿入）して1つのシートに入力するようにしてください（シートを分けない）

※2　男性 1／女性 2
※1　記入しないでください

（様式9）
血　清　検 体 一 覧 表

性　別 備　考
1歳未満
月　齢

年　齢
血清量
（ml）

採血年月血清検体番号

※1

※2
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（参考資料1） 

『感染症流行予測調査事業』への参加のお願い（案） 

１．はじめに 

感染症流行予測調査事業では、ワクチンで予防ができる病気に対して免疫を持って

いるかどうかを地域別や年齢別など、いろいろな面から比較・検討しています。また、

日本を含むWHO 西太平洋地域では根絶宣言がなされているポリオ（小児マヒ）につい

て、乳幼児の便中に野生型ポリオウイルスがいないことを確認しています。これらの

結果は、その他のいろいろな情報とあわせて検討することにより、長期的視野で病気

の流行を予測でき、また、日本の予防接種政策に反映されています。具体的には、風

しん（三日はしか）や麻しん（はしか）に対して免疫を持っていない人の数（感受性

人口）を推計したり、インフルエンザワクチンの株を選ぶ際の参考資料としたり、予

防接種スケジュールを決定するための参考資料となっています。これらはいずれも世

界で類をみないすぐれた科学的調査法となっています。 

２．調査方法について 

【病気に対する免疫の有無を調査】 

全国の様々な年齢の健康な方から血液をいただき、免疫の有無を調べます（抗体の

測定）。 

今回いただいたあなたの血清では、［インフルエンザ、日本脳炎、風しん、麻しん］

（○印のついた病気）について調査を行います。 

【ポリオウイルスの有無を調査】 

ポリオは日本を含む西太平洋地域では根絶宣言が出されていますが、インド、パキ

スタン、ナイジェリア等の国々ではまだポリオ患者さんが発生しています。日本にお

いても現在のように高いワクチン接種率が維持されないと、野生のポリオウイルスが

海外から入ってきた場合、流行をおさえることができなくなります。この調査では、

健康なお子さまから便をいただき、野生のポリオウイルスがいないかどうかについて

調査（ウイルスの分離・同定）を行います。 

３．調査結果について 

集計・解析された結果は、『感染症流行予測調査報告書』として厚生労働省から発

行され、今後の予防接種計画の作成や感染症の流行を予測するための資料として利用

されています。また、結果は国立感染症研究所のインターネットホームページ

（http://idsc.nih.go.jp/yosoku/index.html）にも公開し、広くご覧いただけるよ

うになっています。なお、本調査にご協力頂いた場合でも、個人が特定される情報が

発表されることは決してありません。 

 

以上のことをご理解いただき、本事業への参加にご承諾いただけましたら、別紙に

ご署名をお願いいたします。 
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（別紙） 

『感染症流行予測調査事業』への協力についての同意書 

 

国立感染症研究所長 殿 

○○県衛生研究所長 殿 

 

私は、血液又は便を『感染症流行予測調査事業』のために提供することについて、口頭

及び文書を用いて説明を受け、以下の項目についてその内容を十分に理解しました。  

 

１．この同意書で表明した『感染症流行予測調査事業』への協力についての判断は自由意

思に基づくものであり、その判断は撤回可能であること。  

 

２．提供した血液又は便の所有権は放棄すること。 

 

３．『感染症流行予測調査事業』に提供する血液又は便が、供与者の年齢、性別、採取県名、

採取年月のデータとともに抗体測定又はウイルスの分離・同定に利用されること。  

 

４．『感染症流行予測調査事業』の科学的妥当性、倫理性は国立感染症研究所倫理審査委員

会において慎重に審査されること。  

 

５．『感染症流行予測調査事業』において個人情報は収集されず、提供する血液又は便は匿

名で取り扱われること。 

 

６．『感染症流行予測調査事業』への協力の意思を途中で撤回しても、何ら不利益を受ける

ことはないこと。  

 

 

その上で、感染症流行予測調査事業に協力することに、 

 

 ａ．同意します。 

 ｂ．同意しません。  

（ａ、ｂいずれかを選択していただき、○で囲んでください） 

 

平成   年   月   日  

 

自 筆 署 名                         

 

保護者署名                        （未成年者の場合） 

 

 

説明者署名又は記名捺印                  
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（参考資料2） 

 

『国内血清銀行』への血清の保管のお願い（案） 

１．はじめに 

国内血清銀行（国内血清バンク）は、日本に住んでいる健康な方からいただいた血

清とその情報の一部（採血日、年齢、性別、お住まいの都道府県）を保管・管理し、

さまざまな研究や調査に使われることにより、わが国における感染症対策、予防接種

政策などに役立てることを目的として運営されています。 

 

２．血清の保管・管理について 

血清は長期間保存できるよう、適切な条件（超低温管理）で凍結保存されています。

なお、血清は、個人が特定できるような情報（お名前、ご住所など）はすべて除いた

上で保管・管理されているため、血清から個人を特定することはできません。 

 

３．保管血清の利用について 

感染症（新たに出現あるいは再び出現した病気など）に対する免疫保有状況の把握

や新しい検査方法の開発などに利用させていただきます。なお、保管血清の利用によ

り得られた結果については、個人（血清の提供者）を特定することができないことか

ら、個々に結果をお返しすることができませんことをご了承ください。 

 

以上のことをご理解いただき、国内血清銀行への血清の保管にご承諾いただけまし

たら、別紙にご署名をお願いいたします。 
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（別紙） 

『国内血清銀行』への血清提供に関する同意書 

 

国立感染症研究所長 殿 

○○県衛生研究所長 殿 

 

私は、血清を『国内血清銀行』へ提供することについて、口頭及び文書を用いて説明を

受け、以下の項目についてその内容を十分に理解しました。  

 

１．この同意書で表明した『国内血清銀行』への血清提供についての判断は自由意思に基

づくものであり、その判断は撤回可能であること。  

 

２．提供した血清の所有権は放棄すること。 

 

３．『国内血清銀行』に提供する血清が、供与者の年齢、性別、採取県名、採取年月が付随

した状態でフリーザー内に保管され、感染症対策、予防接種政策などに役立てるための

研究に利用されること。  

 

４．『国内血清銀行』の科学的妥当性、倫理性は国立感染症研究所倫理審査委員会において

慎重に審査されること。  

 

５．『国内血清銀行』において個人情報は収集されず、提供する血清は匿名で取り扱われる

こと。  

 

６．『国内血清銀行』への協力の意思を途中で撤回しても、何ら不利益を受けることはない

こと。  

 

 

その上で、『国内血清銀行』に協力することに、 

 

 ａ．同意します。 

 ｂ．同意しません。  

（ａ、ｂいずれかを選択していただき、○で囲んでください） 

 

平成   年   月   日  

 

自 筆 署 名                         

 

保護者署名                        （未成年者の場合） 

 

 

説明者署名又は記名捺印                  
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（
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（
参
考
資
料

4-
1）

※
現

在
実

施
さ
れ
て
い
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
で
す

。
 

麻
疹

・
風

疹
混

合
ワ
ク
チ
ン
（

M
R
ワ
ク
チ
ン
）
の

2
回

接
種

が
開

始
と
な
り
、
麻

疹
ワ
ク
チ
ン
と
風

疹
ワ
ク
チ
ン
が
定

期
接

種
の
ワ
ク
チ
ン
に
戻

り
ま
し
た
。
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（
参
考
資
料

4-
2）

※
麻

疹
・
風

疹
混

合
ワ
ク
チ
ン
（

M
R
ワ
ク
チ
ン
）
が
定

期
接

種
の
ワ
ク
チ
ン
と
な
り
、
麻

疹
ワ
ク
チ
ン
と
風

疹
ワ
ク
チ
ン
が
任

意
接

種
の
ワ
ク
チ
ン
と
な
り
ま
し
た
。
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（
参
考
資
料

4-
3）

※
日

本
脳

炎
ワ
ク
チ
ン
の
接

種
回

数
が
変

更
（
第

Ⅲ
期

が
廃

止
）
に
な
り
ま
し
た
。
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（
参
考
資
料

4-
4）

※
B

C
G
ワ
ク
チ
ン
の
接

種
年

齢
の
範

囲
が
変

更
（
生

後
6
か
月

齢
未

満
）
に
な
り
ま
し
た
。
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（
参
考
資
料

4-
5）
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（参考資料 5） 

感染症流行予測調査事業とは？ 
 

目的について 
定期予防接種対象疾患（ポリオ，インフルエンザ，日本脳炎，風疹，麻疹，百日咳，ジフテリ

ア，破傷風）について，わが国の国民がこれらの病気に対する免疫をどれくらい保有しているか

［集団免疫の現況把握：感受性調査］や，どのような型の病原体が流行しているか［病原体の検

索：感染源調査］などの調査を行い，これらの結果と他のいろいろな情報（地域，年齢，性別，

予防接種歴など）をあわせて検討して，予防接種が効果的に行われること，さらに長期的な視野

で病気の流行を予測することを目的としています。具体的には，風疹や麻疹に対して免疫を持っ

ていない人（感受性者）の数を推計したり，インフルエンザワクチンの株選定の際の参考資料と

したり，また，予防接種のスケジュールを決定するための参考資料になっています。 

関連機関について 
厚生労働省が主体となり，国立感染症研究所と都道府県および都道府県衛生研究所等が協力し

て実施しています。都道府県，都道府県衛生研究所，保健所，医療機関の方が，それぞれの地域

に住んでいる健康な方にこの事業の目的を説明して，同意が得られた場合に調査に協力していた

だいています。 

調査について 
感受性調査：同意が得られた方から血液を採取し，対象となる病気に対する免疫の有無について

調査します。 

感染源調査：同意が得られた方から便を採取（ポリオ），あるいはブタから採取した材料を用いて，

ウイルスの有無や種類について調査します。 

結果について 
全国各地で得られた結果は，国立感染症研究所で地域，年齢，予防接種歴などさまざまな角度か

ら解析を行ない，毎年報告書を出しています。また，インフルエンザや日本脳炎については国立感

染症研究所感染症情報センターのホームページ（http://idsc.nih.go.jp/yosoku/index.html）で速報と

して公開しています。なお，結果については，個人を特定できるような情報は一切ありません。 

************************************************************************************************* 

［ 感染症流行予測調査ホームページ ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

インフルエンザ HI 抗体保有状況 ブタの日本脳炎抗体保有状況 
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（別紙） 

 

平成 18 年度感染症流行予測調査実施要領改正の概要及び注意事項 

 

1 改正の概要 

（1）本年度のインフルエンザ感受性調査は、下記の 4株を抗原として使用する。 

・ A/New Caledonia（ニューカレドニア）/20/99（H1N1） 

・ A/Hiroshima（広島）/52/2005（H3N2） 

・ B/Malaysia（マレーシア）/2506/2004（ビクトリア系統） 

・ B/Shanghai（上海）/361/2002（山形系統） 

 

（2）調査時期及び回数は、目安として通年（6 月～3 月の 10 か月間、各月 10 頭ずつ

計 100 頭）、夏のみ（6月～10 月の 5か月間、各月 20 頭ずつ計 100 頭）、冬のみ（11

月～3月の 5か月間、各月 20 頭ずつ計 100 頭）とするが、特に指定はしない。但

し、ヒト由来検体とブタ由来検体を完全に分けて実施できる場合は、可能なかぎ

り通年あるいは冬での実施をお願いしたい。 

 

（3）日本脳炎感受性調査は 2004 年度以来の実施となり、調査は客体（被検者）より

採取した血清中の日本脳炎ウイルス中和抗体価の測定とする。調査時期等調査内

容の詳細は本実施要領 15 頁に記載しているので内容を十分に確認の上、実施する。 

 

（4）本年度から新たに「感染症サーベイランスシステム：NESID」が導入・稼動開始

となり、それにともない感染症流行予測調査における感受性調査の検査成績等に

ついては、新システムを用いての報告となる。報告については、2006 年 3 月 8 日

及び 10 日に国立感染症研究所（以下、感染研）で開催された説明会での配布資料

及び操作マニュアル（システム上からも取得可能）に従って、所定の事項を登録

する。なお、感染源調査については、従来通りの報告となるが、疾病ごとに定め

る様式による。 

 

（5）感受性調査により採取した血清に関する情報については、本年度から罹患歴を追

加し、システムへの登録項目としては、一般事項（検体番号、市町村、管轄保健

所、採血年月、生年月、性別、年齢・0 歳児月齢）、予防接種歴、罹患歴、測定結

果となる。 

 

2 注意事項 

（1）本調査のため被検者から検体を採取する場合、参考資料 1及び 5を参考にし、本

調査の趣旨及びプライバシーの保護について適切な予防措置が行われることを十

分に説明した上、文書による同意の得られた者について検査を行うこと。 

 

（2）予防接種歴、罹患歴については、解析を行なう上で貴重な情報となるため、参考

 



資料 3 を参考に、母子手帳等と照合の上確認を行い、可能なかぎり報告をお願い

したい。 

 

（3）各疾病の検査術式については、「感染症流行予測調査事業検査術式（厚生労働省

健康局結核感染症課・国立感染症研究所感染症流行予測調査事業委員会／平成 14

年 6 月）に準じて行うこと。 

 

（4）感染源調査について 

1）ポリオ 

○検体採取時期は、当該地区のワクチン投与後 2 ヶ月以上経過した時点を厳

守すること。 

○ポリオウイルスが分離同定された場合は、本実施要領 9 頁の内容を十分に

確認の上、速やかに送付手続き等を行うこと。 

 

2）インフルエンザ 

○客体の選定にあたり、ブタの種別、性別、月齢は問わないが、H1、H3 亜型

以外のウイルスが分離された場合は、感染症対策に必要な措置を講じるこ

ととなるため、客体（ブタ）は県産であることとし、当該ブタの遡り追跡

調査が可能な方法で選定すること。 

○採取した検体については、結果が陽性となった場合を鑑み、農水部局等と

も連携し、できるかぎり早くの検査をお願いしたい。 

○H1、H3 亜型以外のウイルスが分離された場合は、本実施要領 12 頁の内容

を十分に確認の上、速やかに送付手続き等を行うこと。 

○なお、ヒトのインフルエンザと動物のインフルエンザは、原則として同じ

時期・同じ場所でウイルス分離を行わないこととなっているため、このこ

とを十分考慮して、検体の採取及び検査等を行うこと。 

 

3）日本脳炎 

○北海道、東北地方の各県においては、1:10 以上の HI 抗体価を示す検体に

ついて、それ以外のすべての都府県においては、1:40 以上の HI 抗体価を

示す検体について、2ME（2-Mercaptoethanol）感受性抗体の測定を行う。

なお、2ME 処理による HI 抗体価が 1:40 から＜1:10 に低下した検体は 2ME

感受性抗体陽性と判定する。 

 

4）検査成績等の報告については、本実施要領の様式 1～6 により行うこと。な

お、様式は電子ファイル（エクセル形式）でひな形を作成しており、感染研

感染症情報センター第三室より各都道府県の感染症流行予測調査担当者宛に

CD-ROM または電子メールにて配布するので、可能なかぎり電子ファイルでの

報告（電子メールにファイル添付あるいは FD 等の電子媒体の送付）をお願い

したい。 

 



 

（5）感受性調査について 

1）インフルエンザ 

○検体採取時期は、原則として 7 月から 9 月（予防接種実施前）が望ましい

が、前シーズン（2005/06 シーズン）のインフルエンザの流行が終息して

いることが確実な場合は、この時期以前でも可とする。ただし、5 月以降

であること。また、当該シーズン（2006/07 シーズン）のインフルエンザ

の流行が始まっていないことが確実で、当該シーズンのインフルエンザワ

クチンの接種を受けていないことが確実な場合は、この時期以降でも可と

する。ただし、10 月 13 日以前であること。 

○抗体価の測定に関しては、市販の HI 抗血清を標準血清として用い、必ずそ

れと同時に測定すること。 

 

2）風疹 

○抗体価の測定に関しては、感染研ウイルス第三部第二室より標準血清を配

布するので、必ずそれと同時に測定すること。 

 

3）麻疹 

○抗体価の測定に関しては、PA 抗体測定用キットに対照用陽性血清が添付さ

れているので、必ずそれと同時に測定すること。 

 

（6）国内血清銀行への保管に同意の得られた血清については、適切な管理・保管のも

と、将来、さまざまな調査・研究に利用されることから、感染症流行予測調査事

業によって収集した検査後の残余血清については、できるだけ速やかな送付をお

願いしたい。詳細については、本実施要領の第 7「血清取扱い要領」を参考にす

ること。 

 

（7）日本脳炎確認患者調査の報告、あるいは血清の送付については、本実施要領の様

式 7～9により行うこと。なお、様式は電子ファイル（エクセル形式）でひな形を

作成しており、感染研感染症情報センター第三室より各都道府県の感染症流行予

測調査担当者宛に CD-ROM または電子メールにて配布するので、可能なかぎり電子

ファイルでの報告（電子メールにファイル添付あるいは FD 等の電子媒体の送付）

をお願いしたい。 

 

（8）検査成績等の報告について 

1）感染源調査成績あるいは速報を電子メールにより報告する場合は、感染研感

染症情報センター第三室（yosoku@nih.go.jp）宛にファイルを添付して送付

すること。なお、メール表題（件名）の先頭に都道府県番号と都道府県名を

つけること（例：13 東京都 ～表題～）。 

 

 



2）感染源調査成績及び速報を FD 等の電子媒体あるいは印刷物により報告する

場合は、下記宛に送付すること。 

〒162-8640 東京都新宿区戸山 1-23-1 

国立感染症研究所 感染症情報センター 第三室 

 

3）各調査の報告は次の期限を厳守すること。 

○インフルエンザ感受性調査速報：10 月 13 日（金）まで 

○日本脳炎感染源調査速報   ：検査成績判明後速やかに 

○ポリオ感染源調査      ：検査成績判明後速やかに 

○インフルエンザ感染源調査  ：検査成績判明後速やかに 

○その他の疾病の感受性調査  ：12 月 28 日（木）まで 

遅くとも平成 19 年 1 月 12 日（金）まで 
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